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No. 8 二級河川 境川（上流） 河川改修事業

◆ 事業概要

【再評価】

１．概要
１）全体の概要

２）評価対象事業の概要
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Ｎ位置図

凡 例
流域界
高速道路等
国道
県道等
鉄道（JR）
鉄道（私鉄）
行政界

 

・ 境川は、相模原市緑区の城山湖付近にその源を発し、東京都と神奈川県の都県境を南下して町田
市南端から神奈川県に入り、柏尾川などの支川を合わせて相模湾に注ぐ、延⾧52.1ｋｍ、流域面積
210.7ｋｍ2の二級河川である。

・ 本河川の流域は、東京都の町田市、神奈川県の相模原市、大和市、横浜市、藤沢市、鎌倉市の6
市である。

・ 本河川の流域内には、JR横浜線、相模線、京王相模原線、国道、県道等の交通網が発達している。
また、国道１６号は災害時の緊急交通路指定想定路として位置づけられている。

・ 評価対象区間は、大和市水質管理センター付近の落差工から入村橋までの1.1km区間であり、時
間雨量60mmの降雨に対応するよう、護岸整備及び橋梁架替を行う。

・ なお、境川は整備が必要な延⾧が⾧いため、本事業も含めて、川幅が特に狭い箇所などを優先的
に整備をしている。



事業地周辺図
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【再評価】R6 No. 8 二級河川 境川（上流） 河川改修事業

都市河川重点整備計画（新セイフティリバー）対象河川
都市河川重点整備計画（新セイフティリバー）
過去の大雨で水害が発生した河川や都市化の進展
が著しい地域を流れる18河川について重点的に
整備を進める。平成22年策定。

凡 例（交通網）
高速道路等
国道
県道等
鉄道（JR）
鉄道（私鉄）

 

３）評価対象事業の位置づけ
ア）法定計画:・境川水系河川整備計画（河川法）
イ）県の計画:・新かながわグランドデザイン 実施計画

「テーマⅣ プロジェクト１２ 危機管理 ～災害に強いかながわをめざして～」
に位置づけ

・かながわの川づくり計画
「都市河川重点整備計画（新セイフティリバー）」対象河川に位置づけ

ウ）市の計画:・大和市地域防災計画「第3編 風水害対策計画編 第1章 災害予防対策計画
第3節 水害予防対策」に位置づけ

・横浜市防災計画「第2部 予防対策 第4章 風水害その他自然災害への備え
第1節 水害対策」に位置づけ

エ）その他 :・境川水系流域治水プロジェクトに位置づけ
・神奈川県水防災戦略に位置付け

大和市

評価対象区間 L=1.1km

Ｎ

大和

境川
計画降雨強度 概ね60mm/hr
年超過確率 1/10

※年超過確率とは
１年間に計画規模を超える降雨が１回以上発生する確

率を意味しています。
例えば、1/10とは、１年間にその規模（60mm/hr）を超

える降雨が１回以上発生する確率が1/10（10%）であると
いう意味です。

※



２．事業の経緯や必要性
１）経緯

２）必要性

３．事業の目的

４．事業の内容

５．事業実施にあたって配慮した項目
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１）事業区間 :大和市水質管理センター付近落差工～入村橋
２）事業延⾧ : 1.1km
３）主な工種 :護岸工、橋梁架替工
４）計画降雨強度 :概ね60mm/hr
５）年超過確率 :1/10
６）計画高水流量 :420m3/s

・昭和41年度 台風第4号による浸水被害発生（床上浸水4,972戸、床下浸水4,710戸）
・昭和48年度 集中豪雨による浸水被害発生（床上浸水2,636戸、床下浸水2,988戸）
・昭和49年度 台風第8号による浸水被害発生（床上浸水2,533戸、床下浸水1,585戸）
・昭和57年度 台風第18号による浸水被害発生（床上浸水1,577戸、床下浸水2,711戸）
・平成16年度 台風第22号による浸水被害発生（床上浸水252戸、床下浸水418戸）
・平成20年度 集中豪雨による浸水被害発生（床上浸水19戸、床下浸水74戸）
・平成27年度 河川整備計画の策定（計画降雨強度:50mm/hr⇒概ね60mm/hrにランクアップ）
・平成27年度 評価対象区間 事業着手
・令和元年度 評価対象区間 再評価実施

・ 河川改修を推進し、都市の治水安全度の向上を図る。

【再評価】R6 No. 8 二級河川 境川（上流） 河川改修事業

・本河川の川沿いは、周辺住民の生活道
路として活用されている管理用通路を挟
み、家屋が立ち並んでいる状況である。
そのため、護岸工は、用地買収を伴わな
いように配慮し、鋼管杭を用いた直壁構
造を採用した。また、鋼管護岸の施工の
際には、自走式の回転圧入工法を採用す
ることで、周辺住民の生活環境への影響
を小さくするように配慮した。

ア）境川は流下能力が不足していることから、台風等の大雨で浸水被害が発生しており、付近では平
成20年や平成26年に被害が生じていることからも被害の軽減が必要である。また、毎年のよう
に避難判断水位を超過していることから、改修の必要である。

イ）都市化の進展に伴い、川沿いまで人口や資産が集中していることから、被害の軽減を図る必要性
が高い。

ジャイロプレス工法 境橋上流



標準断面図

平面図
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流下能力図

令和4年度以前
令和5年度
令和6年度
令和7年度以降

凡 例（交通網）
高速道路等
国道
県道等
鉄道（JR）
鉄道（私鉄）

 

【再評価】R6 No. 8 二級河川 境川（上流） 河川改修事業



ア）地域の状況
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・評価対象区間周辺にある、地域の重要な幹線道路である県道40号（横浜厚木）、大和市の避難所
として指定されている深見小学校、光丘中学校等があり、浸水被害が生じると地域の交通機能や防
災活動等に重大な影響を及ぼすことが懸念されることから、本事業の早期整備が強く望まれている。

イ）地元の意向

ウ）事業地の状況

・本河川が流れる大和市、横浜市は、地元住民の人命及び財産の保護のため、事業の早期完成を望ん
でいる。

・昭和51年度での市街化率は43％、令和３年度での市街化率は68％と、市街化率の上昇が見られ、
境川水系周辺の市街化が進行している。

◆ 評価の視点

境川流域の土地利用の変遷

Ｎ Ｎ昭和51年度 令和3年度

市街化率43％

凡 例

土地利用図
市街地
森林・荒地
水域
耕作物
その他用地

市街化率68％

１．事業の必要性に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢

【再評価】R6 No. 8 二級河川 境川（上流） 河川改修事業
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【再評価】R6 No. 8 二級河川 境川（上流） 河川改修事業

計画規模の降雨（年超過確率1/10）に伴う洪水が発生した場合の整備前後の浸水範囲

２）事業の投資効果等（境川水系全体）
■浸水被害の軽減
・今回の対象区間を含む水系全体で、河川整備計画に基づく整備が完了した場合、整備計画の降雨強

度（１／１０）に対する現況（平成２7年河川整備計画策定時点の評価）の浸水想定区域約310ha
が解消され、浸水被害の軽減が期待できる。
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【再評価】R6 No. 8 二級河川 境川（上流） 河川改修事業

B/C算定時の氾濫シミュレーション 水防法に基づく洪水浸水想定区域

評価対象区間の目標とする降雨
60mm/時間(年超過確率1/10)

想定最大規模降雨
632mm/24時間

※市町村は、県が作成した洪水浸水想定区域図を基に避難所等の情報を加えたハザードマップを作
成・公表している。（https://disaportal.gsi.go.jp/ （国土交通省HP））

※B/C算定時の氾濫シミュレーションは、河川改修の事業効果を把握するために行ったものであり、
洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保すること等を目的とした水防法に基づく洪水浸水想定区域とは
異なる。
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【再評価】R6 No. 8 二級河川 境川（上流） 河川改修事業

■費用対効果

・評価対象区間の費用対効果の検討にあたっては、評価対象区間の整備効果を算出するために、対象
区間の上下流は、河川整備計画に基づく整備が完了したという仮想条件のもと、評価対象区間の整
備前後の浸水想定を比較し、被害防止便益を算出した。

■総合的な効果

・ 水防団が出動する頻度が減少し、水防活動の実施に伴う行政コストの削減が期待できる。

ア）行政コストの削減

イ）安全・安心・利便性

・ 評価対象区間において、計画の対象規模の降雨（年超過確率1/10)による洪水が発生した場合、
浸水が想定される区域は約50ha、区域内人口は約3,700人、そのうち要配慮者数※1は約1,500人、
家屋のコンセントが浸水すること等による停電の影響を受ける人口 ※2は約2,000人と推計される
が、こうした被害を軽減することができるため、本事業を実施することよって、地域住民の避難に
要する負担が軽減される。計画規模を超える降雨の発生も想定されるが、浸水被害に対して相応の
軽減効果が期待でき、住民の水害に対する不安も軽減される。

※2浸水想定範囲内の浸水深を基に推計
・浸水深70cm以上（コンセント浸水） :戸建て住宅及び集合住宅の1階が停電
・浸水深100cm以上（受変電設備浸水）:集合住宅の2階以上が停電

※1国勢調査の人口データを基に推計
・高齢者(65歳以上) ・自力避難が困難な妊婦
・乳幼児(７歳未満) ・障がい者

４）関係する地方公共団体等の意見
ア）大和市および横浜市:
・ 本事業箇所の周辺では、浸水被害が度々発生しており、地元住民から未改修箇所について事業完

成による浸水被害の軽減が望まれている。
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前回再評価時（R1） 今回再評価時（R6） 前回再評価時からの変化

事業化年度 平成27年度 平成27年度 －

用地着手年度 平成27年度 平成27年度 －

工事着手年度 平成27年度 平成27年度 －

進捗率 20％ 56％ 36％増

供用率 24％ 50％ 26％増
(護岸工を実施）

用地取得率 95％ 95％ -

残事業の内容等 護岸工、橋梁架替工等 護岸工、橋梁架替工等

完成年（予定） 令和13年度 令和13年度 －

事業期間 17年間 17年間 －

事業費（単純合計） 73.4億円 80.0億円 6.6億増（9.0％増）

基準年 令和元年 令和6年 再評価時の年度

B／C 29.0 30.6 1.6増

総費用（現在価値）
事業費

維持管理費

71.6億円
64.1億円
7.5億円

101.3億円
91.7億円
9.6億円

29.7億円増

総便益
被害防止便益

残存価値

2,075.2億円
2,074.3億円

0.9億円

3,103.6億円
3,102.7億円

0.9億円

1,028.4億円増

・鉄道橋梁架替に必要な用地取得において、現在約９割の用地取得が完了している。残る用地につ
いて、交渉に難航している箇所もあるが、粘り強く交渉を進めながら、早期の取得を目指す。

・橋梁架替工の工法選定において、鉄道事業者と調整した結果、鉄道ダイヤや、既存施設の安全性
に配慮した非開削工法（PCR工法）を選定し、令和５年度に鉄道事業者との協定を締結した。引
き続き鉄道事業者と連携しながら施工を行っていく。

２．事業の進捗の見込みの視点
１）事業の進捗状況

２）これまでの課題に対する取り組み状況

【再評価】R6 No. 8 二級河川 境川（上流） 河川改修事業

（変化した理由）
・基準年の見直し及び事業費の精査による総費用の増加
・費用便益分析マニュアルの改訂に伴う各種原単位の見直しによる便益の増加

相鉄橋梁架替工事（イメージ図）
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継続

【理由】
本事業は、河道の流下能力の不足から浸水被害が発生している中、

河道改修を実施して、残区間の流下能力の向上を図るなどの必要性に
変化はなく、重要性は現在も極めて高いことから、事業を継続する必
要があると判断する。

◆ 対応方針（案）

現況写真

相鉄線交差部（整備中箇所）

川の切り替え

新設橋梁

境橋下流部（未整備箇所:右岸）

既設護岸
新設護岸

境橋付近（整備中箇所）

境橋

３．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
１）コスト縮減

２）代替案立案等の検討
・ 掘削の際には、既存の矢板護岸を仮設工として活用することで、コストの縮減を図った。

・ 用地取得が９割以上完了しており、代替案を検討し実行することは困難であることから、現行計
画による整備が最善である。

【再評価】R6 No. 8 二級河川 境川（上流） 河川改修事業

・引き続き事業を継続し、令和13年度の完成を目指す。

３）今後のスケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

前回

今回

前回

今回

             年度

項目

護岸工

橋梁架替工


